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利
用
対
象
者
は
・
・
・

「
ひ
と
り
暮
ら
し
ま
た
は
高
齢
者

の
世
帯
で
健
康
状
態
に
不
安
が
あ

り
、
常
時
注
意
を
要
す
る
方
」

●
利
用
者
負
担
は
・
・
・

月
１
８
０
０
円
。
介
護
保
険
料
、

第
１
・
第
２
段
階
の
方
は
月
１
０

０
０
円
。
ど
ち
ら
も
別
途
通
信
料

金
が
３
０
０
円
～
４
０
０
円
か
か

り
ま
す
。
介
護
保
険
料
第
１
段
階

の
方
と
は
、
生
活
保
護
受
給
者
か

世
帯
全
員
が
区
民
税
非
課
税
（
お

お
よ
そ
年
間
１
５
５
万
円
以
下
の

年
金
収
入
）
の
方
で
す
。
つ
ま
り
、

ど
ん
な
に
収
入
が
低
く
て
も
、
こ

の
シ
ス
テ
ム
を
利

用
す
る
た
め
に
は

毎
月
最
低
１
３
０

０
円
は
か
か
る
、

と
い
う
こ
と
で
す
。

他
区
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
毎

月
の
利
用
料
が
無
料
ま
た
は
低
所

得
者
へ
の
無
料
措
置
、
あ
る
い
は

無
料
の
「
消
防
庁
型
」
を
存
続
さ

せ
る
な
ど
し
て
、
な
ん
ら
か
の
形

で
無
料
の
通
報
シ
ス
テ
ム
が
あ
る

の
は

19
区
。
品
川
は
４
つ
の
有
料

区
の
一
つ
で
、
そ
の
中
で
も
葛
飾

と
並
び
突
出
し
た
金
額
を
取
っ
て

い
る
の
が
実
態
で
す
。

区
は
、
協
力
員
を
探
せ
ば
無
料

で
利
用
で
き
た
「
消
防
庁
型
」
の

緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
を

07
年
に
廃

止
。
以
降
、
区
民
に
と
っ
て
は
有

料
の
民
間
型
し
か
選
択
肢
は
あ
り

ま
せ
ん
。
区
は
そ
の
理
由
を
、

と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
の
シ
ス
テ

ム
に
か
か
っ
て
い
る
予
算
は
区
の

１
３
０
０
億
余
と
い
う
予
算
規
模

か
ら
見
れ
ば
、
年
間
何
百
万
円
と

い
う
単
位
。
せ
っ
か
く
の
施
策
も

お
金
が
な
い
た
め
に
使
え
な
い
、

で
は
、
命
の
差
別
、
と
も
い
え
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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安藤たい作
ニュース

★生活相談・当ニュースに対するご意見は５７４２－６８１８（区議団控室）またはantai@jcp-shinagawa.comまで
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高齢者の緊急通報システムの無料化を

安藤たい作ニュース は、「品川区議会における政務調査費の交付に関する規定」で定める使途基準「広報・活動費」に基づき、政務調査費によって発行されています。ご意見・ご感想をお寄せください。

遅ればせながら、来年２月末に子

どもが産まれることをご報告させ

て頂きます。今度、保健センター

の両親学級に参加してきます。

区政報告

高
齢
化
で
単
身
の
高
齢
者
世
帯
が
増
え
、
地
域
で
い
か
に
孤
独
死
を
防
ぐ
か
が

大
き
な
課
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
孤
独
死
対
策
で
威
力
を
発
揮
す
る

緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
の
費
用
負
担
が
品
川
区
だ
け
突
出
。
改
善
が
必
要
で
す
。

'74年宮城県仙台市生まれ。国立宮城教育大卒。'98年漫画家を志し上京。'02年青年誌奨励賞受賞。'06年の区議補選で初当選。現在、二期目。安藤たい作プロフィール

突
出
す
る
利
用
料
の
高
さ

【？】緊急通報システムとは

家庭内で緊急の病気や事故が起きたときに、

胸にかけたペンダント型の発報スイッチを

押すと、民間受信センターに

通報され、派遣員の援助を得

て速やかな救助等が行われる

システム。総合警備保障㈱へ

鍵を預けることになります。
（＊右写真はイメージです）

「
ず
ば
り
費
用
対
効
果
」
!?

「ずばり費用対効果というこ

とを考えて頂いた方がよろし

いと思うんです･･･同じ効果を

上げる同じ性格のサービスで

あるならば、より安価な経費

で導入できるサービスに重点

を置いていくというのは、こ

れは行政としては当然の選択

だというふうに思います」

（09年３／３厚生委員会・

福祉高齢事業部長（当時））
漫画：安藤たい作



お知らせ
１１月１８日（水）

夜６：３０～８：３０
安藤たい作西品川事務所

(品川区西品川３－16－３ TEL：03-3491-3230）

大崎駅より徒歩８分・百反坂沿い

無料生活・法律
相談会

１１月の
①弁護士さんと一緒に相談会を行います。

生活のこと法律のこと、お気軽にご相談く

ださい。

②当日直接お越しいただいても結構ですが、

お待ち頂くこともあります。事前に電話を

入れた上、ご参加いただけると確実です。

（平日日中:５７４２－６８１８）

（土日は:３７８５－２８１０）

３７７８－３０８８（ＦＡＸ）まで
〒140－0005 品川区広町2－1－36 品川区役所内共産党控室

＊もちろんメール（antai@jcp-shinagawa.com）でも受け付けています

＊任意で【お名前】

【ご住所】

【お電話】

安藤たい作ニュースへのご意見・ご感想、

区政へのご要望、質問や相談など、何でもお寄せ下さい。
第四回定例議会に向けて、

安藤たい作区政報告会
が催されます。 お気軽にお越し下さい

西品川・大崎 安藤たい作区政報告会

【日時】１１月１日（日）
１４時～（１３時半開場）
【場所】大崎第二地域センター第２集会室

品川区政や活動の報告とあわせて、皆さまから区政に対するご意見や

ご要望なども伺いたいと思います。ぜひ、ご参加下さい。（安藤）

「品川生活と健康を守る会」で１１月２日～９日の日程で相談会の開催を各地域

センター集会所等で予定しています。まずは、ご相談下さい。

５７４２－６８１８（共産党区議控室）
３７７３－２３９１（守る会事務所）

都営住宅11月募集が始まります。


